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手話通訳あり 予約保育あり／ことわりのないものは12月1日㈭から申し込み開始／FAXでの問い合わせは、広報課FAX2994‐0706へ

公
園
の
落
ち
葉
を

堆
肥
な
ど
に
利
用
し
ま
せ
ん
か

　
公
園
や
緑
地

の
落
ち
葉
を
掃

い
て
持
ち
帰
る

こ
と
が
で
き
ま

す
。
必
ず
公
園

課
に
事
前
連
絡

を
お
願
い
し
ま

す
。

問 
公
園
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
９
６

台
風
10
号
義
援
金
箱
の
設
置
を
延
長

　
３
月
31

日
㈮
ま
で

市
役
所
１

階
総
合
案

内
に
設
置

し
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問 
福
祉
総
務
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
１
３

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

の
事
務
所
が
移
転

日 
１
月
４
日
㈬
〜

場 
緑
町
１
‐
６
プ
ラ
ザ
シ
テ
ィ
新
所
沢
け

や
き
通
り
18
号
棟
１
０
１
号
室
（
新
所

沢
駅
西
口
か
ら
徒
歩
４
分
）

◎
登
録
の
受
け
付
け
は
新
事
務
所
で
継
続

し
ま
す
。
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問 
同
セ
ン
タ
ー
☎
２
９
２
１
‐
０
０
７
０

所
沢
警
察
署
の
駐
車
場
が
移
転

　
庁
舎
建
替
工
事
に
伴
い
、
現
在
の
駐
車

場
は
２
カ
所
と
も
利
用
で
き
な
く
な
り
ま

す
。
ご
不
便
を
お
掛
け
し
ま
す
が
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

日  

12
月
15
日
㈭
〜
平
成
32
年
２
月（
予
定
）

場 
さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
所
沢
支
局
南
側

（
所
沢
警
察
署
前
交
差
点
は
す
向
か
い
）

問 
所
沢
警
察
署
☎
２
９
９
６
‐
０
１
１
０

　
か
か
り
つ
け
医
や
健
康
保
険
証
の
写
し

な
ど
を
専
用
容
器
で
保
管
し
、
救
急
活
動

に
活
用
し
ま
す
。

対 
市
内
在
住
で
65
歳
未
満
の
単
身
障
害
者

（
１
日
の
大
半
を
一
人
で
過
ご
す
場
合

を
含
む
）

場 
市
役
所
１
階
障
害
福
祉
課
、
ま
ち
づ
く

り
セ
ン
タ
ー
、
保
健
セ
ン
タ
ー
こ
こ
ろ

の
健
康
支
援
室
（
上
安
松
）、
市
内
各

消
防
署
・
分
署
、
相
談
支
援
事
業
所

持 
障
害
者
手
帳

◎
代
理
の
方
で
も
受
け
取
れ
ま
す
。

問 
障
害
福
祉
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
１
６

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度

・
児
童
扶
養
手
当

◆
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度

対 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
18
歳
ま
で

の
児
童
と
、
そ
の
児
童
を
養
育
し
て
い

る
父
母
な
ど

　
①
父
母
が
離
婚
②
父
ま
た
は
母
が
死
亡

③
父
ま
た
は
母
に
一
定
の
障
害
が
あ
る
④

そ
の
他
の
理
由
で
父
ま
た
は
母
が
い
な
い

◎
高
額
療
養
費
や
付
加
給
付
金
を
除
く
保

険
診
療
分
の
自
己
負
担
金
が
対
象
で
す
。

◆
児
童
扶
養
手
当

対 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
18
歳
ま
で

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
父
母
な
ど

　
①
父
母
が
離
婚
②
父
ま
た
は
母
が
死
亡

③
父
ま
た
は
母
に
一
定
の
障
害
が
あ
る
④

そ
の
他
の
理
由
で
父
ま
た
は
母
が
い
な
い

手 

当
月
額

　
▼
児
童
が
１
人
…
４
２
、
３

３
０
円
（
全
部
支
給
）
ま
た
は
４
２
、

３
２
０
円
〜
９
、
９
９
０
円
（
一
部
支

給
）
▼
児
童
が
２
人
…
最
大
１
万
円
を

加
算
▼
児
童
が
３
人
以
上
…
１
人
に
つ

き
最
大
６
千
円
を
加
算

共 

通
事
項
　
▼
児
童
が
18
歳
に
な
っ
た
年

の
年
度
末
ま
で
が
対
象
▼
申
請
が
必
要

▼
申
請
者
や
そ
の
配
偶
者
、
生
計
が
同

じ
直
系
親
族
、
兄
弟
姉
妹
の
所
得
制
限

あ
り
▼
児
童
福
祉
施
設
（
母
子
生
活
支

援
施
設
・
通
園
施
設
な
ど
を
除
く
）
な

ど
に
入
所
の
場
合
は
対
象
外

問 
こ
ど
も
支
援
課
☎
２
９
９
８‐９
１
２
４

65
歳
未
満
の
単
身
障
害
者
に

救
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト
を
配
布

 
①
40
歳
以
上
の
所
沢
市
国
民
健
康
保
険

②
埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入

者
に
は
、
５
月
に
受
診
券
を
郵
送
し
て
い

ま
す
。
忘
れ
ず
に
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
だ
受
診
し
て
お
ら
ず
、
お
手
元
に
受

診
券
が
な
い
方
は
、
加
入
す
る
保
険
の
担

当
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

受
診
医
療
機
関
　
市
内
協
力
医
療
機
関

自
己
負
担
額
　
８
０
０
円

問
①
国
民
健
康
保
険
課
☎
２
９
９
８
‐
９

　
１
３
１
②
同
課
後
期
高
齢
者
医
療
担
当

　
☎
２
９
９
８
‐
９
２
１
８

特
別
児
童
扶
養
手
当

対 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
20
歳
未
満

の
子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る
父
母
な
ど

　
①
お
お
む
ね
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
３

級
、
４
級
の
一
部
ま
た
は
、
重
度
の
内
科

的
疾
患
が
あ
る
②
療
育
手
帳
Ⓐ
、
Ａ
、
Ｂ

③
精
神
疾
患
、
血
液
疾
患
な
ど
で
①
ま
た

は
②
と
同
程
度
の
障
害

手 

当
月
額

　
▼
１
級
…
５
１
、
５
０
０
円

▼
２
級
…
３
４
、
３
０
０
円

留 

意
事
項

　
▼
申
請
者
や
そ
の
配
偶
者
、

生
計
が
同
じ
直
系
親
族
、
兄
弟
姉
妹
の

所
得
制
限
あ
り
▼
子
ど
も
が
公
的
年
金

を
受
給
し
て
い
る
場
合
、
施
設
入
所
し

て
い
る
場
合
は
対
象
外

問 
こ
ど
も
福
祉
課
☎
２
９
９
８‐９
２
２
３

重
度
心
身
障
害
児
等
医
療
費
助
成
制
度

対 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

　
①
身
体
障
害
者
手
帳

１
〜
３
級
②
療
育
手
帳

Ⓐ
、
Ａ
、
Ｂ
③
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
１

級
④
一
定
の
障
害
が
あ

り
、
埼
玉
県
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合
の
認
定
を
受
け
た

一 

定
の
障
害
　
▼
身
体
障
害
者
手
帳
４
級

の
一
部
（
音
声
ま
た
は
言
語
機
能
障
害
、

下
肢
機
能
の
著
し
い
障
害
）
▼
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
２
級
▼
障
害
基
礎

年
金
１
・
２
級

◎
65
歳
以
上
で
新
た
に
重
度
障
害
者
と

な
っ
た
方
は
、
助
成
対
象
外
で
す
。

臨
時
福
祉
給
付
金
の
申
請
期
限
は

12
月
28
日
㈬
！

夜間納税・相談窓口
◆開設日時
12月 1日㈭・28日㈬、１月４日㈬
午後５時 15分～８時

問市役所２階収税課☎2998‐9073

１月４日㈬
▶国民健康保険税（第６期）
▶固定資産税・都市計画税（第３期）

納期限のお知らせ
お
知
ら
せ

取り扱い業務 問い合わせ
転入・転出・転居な
どの手続き、印鑑登
録、住民票や戸籍な
どの証明書

市役所１階市民課
☎ 2998‐ 9087

国民年金の手続き
同１階市民課
国民年金担当
☎ 2998‐ 9095

国民健康保険の手続
き

同１階国民健康保険課
☎ 2998‐ 9131

後期高齢者医療制度
の相談※

同１階国民健康保険課
後期高齢者医療担当
☎ 2998‐ 9218

課税・非課税証明書、
納税証明書

市民税課
（同１階特設窓口）
☎ 2998‐ 9064

市税・国民健康保険
税の納付

収税課
（同１階特設窓口）
☎ 2998‐ 9073納税相談※

まちづくりセンターでは※はできません。
業務の詳細は、事前にご確認ください。

午前8時30分～午後0時30分

毎月第２・４土曜午前

休日開庁
場市役所・まちづくりセンター（並木を除く）

12月10日㈯・24日㈯

10 ～ 12月は
滞納整理
強化期間！

　
支
給
対
象
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
世
帯

に
は
、
８
月
に
申
請
書
を
送
付
し
て
い
ま

す
。
忘
れ
ず
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問
臨
時
福
祉
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
０
１
２
０
‐
８
５
０
‐
２
２
６

が
ん
検
診
の
申
し
込
み
期
限
は

１
月
31
日
㈫
！

対 

象
検
診
　
▼
医
療
機
関
で
受
診
す
る
大

腸
・
乳
・
子
宮
頸け

い

が
ん
検
診
（
個
別
検

診
）
▼
保
健
セ
ン
タ
ー
で
受
診
す
る
大

腸
が
ん
検
診
（
集
団
検
診
）

対 
▼
大
腸
・
乳
が
ん
検
診
…
昭
和
52
年
３

月
31
日
以
前
生
ま
れ
の
方
▼
子
宮
頸
が

ん
検
診
…
平
成
９
年
３
月
31
日
以
前
生

ま
れ
の
方

◎
乳
が
ん
検
診
は
平
成
27
年
度
の
市
の
検

診
未
受
診
者
に
限
り
ま
す
。
年
明
け
ご
ろ

か
ら
予
約
が
取
り
づ
ら
く
な
り
ま
す
の
で
、

既
に
受
診
券
を
お
持
ち
の
方
は
早
め
に
受

診
し
て
く
だ
さ
い
。

申 

問
１
月
31
日
㈫
（
必
着
）
ま
で
に
〒
359

‐
0025
上
安
松
１
２
２
４
‐
１
保
健
セ
ン

タ
ー
健
康
管
理
課
☎
２
９
９
１
‐
１
８

１
１
に
直
接
・
郵
送
・
電
申

緊
急
地
震
速
報
を
防
災
行
政
無
線

＆
ほ
っ
と
メ
ー
ル
で
お
知
ら
せ
し
ま
す

　
震
度
５
弱
以
上

の
地
震
が
予
想
さ

れ
る
場
合
、
防
災

行
政
無
線
・
ほ
っ

と
メ
ー
ル
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。
放

送
か
ら
揺
れ
が
到

達
す
る
ま
で
は
数

秒
〜
数
十
秒
で
す
。

放
送
を
聞
い
た
ら
、

頭
を
保
護
し
て
揺

れ
に
備
え
て
く
だ
さ
い
。

ほ
っ
と
メ
ー
ル
登
録
方
法

　hotm
ail@

tokorozaw
a-

　hotm
ail.jp

に
空
メ
ー
ル

◎
登
録
メ
ー
ル
が
返
信
さ
れ
な
い
場
合
は
、

info@
tokorozaw

a-hotm
ail.jp

を

指
定
受
信
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。

問 
危
機
管
理
課
☎
２
９
９
８
‐
９
３
９
９

住
民
票
の
写
し
な
ど
を
第
三
者
が
取
得

し
た
際
に
通
知
し
ま
す
（
事
前
登
録
制
）

対 
所
沢
市
に
住
民
登
録
か
本
籍
が
あ
る
方

通 

知
対
象
　
住
民
票
の
写
し
、
戸
籍
謄
本
、

戸
籍
の
附
票
な
ど

通 

知
内
容

　
▼
取
得
年
月
日
▼
取
得
し
た

証
明
書
の
種
類
・
通
数
▼
請
求
者
の
種

別
（
代
理
人
・
第
三
者
）

◎
証
明
書
を
取
得
し
た
個
人
の
情
報
は
通

知
し
ま
せ
ん
。

申 

問
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
証
な
ど
を

持
参
し
、
市
役
所
１
階
市
民
課
☎
２
９

９
８
‐
９
０
８
７
に
直
接

秋
の
「
環
境
美
化
の
日
」
実
施
報
告

実
施
日
　
11
月
６
日

問 
生
活
環
境
課
☎
２
９
９
８
‐
９
３
７
０

12
月
１
日
㈭
〜
14
日
㈬
は

冬
の
交
通
事
故
防
止
運
動

重 

点
目
標
　
夕
暮
れ
時
の
ラ
イ
ト
点
灯
と

反
射
材
の
着
用
推
進

◆
啓
発
イ
ベ
ン
ト

　
ト
コ
ろ
ん
も
参
加
し
、
反
射
材
な
ど
の

配
布
を
行
い
ま
す
。
雨
天
中
止
で
す
。

日  

12
月
１
日
㈭
午
後
２
時
〜
２
時
20
分

場 
ケ
ー
ヨ
ー
デ
イ
ツ
ー
所
沢
中
富
店

問 
交
通
安
全
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
４
０

◆ごみ回収量
燃やせるごみ 22.03トン
破砕ごみ類 4.39トン
びん・かん 1.69トン
粗大ごみ 1.44トン
合計 29.55トン
◆参加人数
大人 19,322人
子ども 2,857人
合計 22,179人

所
沢
に
住
み
続
け
た
い
人
が

過
去
最
高
に
！

ヒ
ン
ト
・
６
面

応
募
方
法
は
15
面

市
民
○
し
き
調
査

特
定
健
診
・
健
康
診
査
の
受
診
期
限
は

３
月
31
日
㈮
！

問 
障
害
福
祉
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
１
６


